
第２回 

垂井町庁舎跡地等活用のあり方検討委員会 

 

日 時：令和元年１０月２８日（月） 

午後３時から（２時間程度） 

場 所：垂井町役場 ２階大会議室 

 

 

１ 挨拶 

 

２ 委員会での検討事項について 

 （１）庁舎跡地等の利活用の方向性について  ・・・資料１ 

  ・敷地及び附属棟も含めた建物の活用の方向性について 

 

 （２）集約する行政機能について  ・・・資料２ 

  ・庁内検討委員会を経て整理した機能及び規模について 

 

 （３）導入する地域住民機能について  ・・・資料３ 

  ・過去の検討において求められた機能について 

  ・今後の町民ワークショップの進め方について 

 

 （４）整備手法及び管理運営について  ・・・資料４ 

  ・官民連携について 

  ・住民等による管理運営について 

 

 （５）スケジュールについて  ・・・資料５ 

 

３ その他 

 ・次回の予定 

 

 

【配付資料】 

資料１  庁舎跡地等の利活用の方向性について 

資料２  新施設に集約する行政機能及び規模について 

資料３  導入する地域住民機能について 

資料４  管理運営について 

資料５  垂井町庁舎跡地等活用基本計画策定業務スケジュール 



庁舎跡地等の利活用の方向性について 

   

庁舎跡地等の方向性について庁内で検討を行い、以下の方向性となりました。 

 

 

 

 

 

図表 庁舎跡地等の方向性（上）と対象施設の現状（下） 

N o. 施設名
経過年数

（年）

設定耐用

年（年）

耐用年数

到達年度
構造 階数

延床面積

（ｍ²）

敷地面積

（ｍ²）

1 旧庁舎 1966 S41 53 60 2026 R C 3階 3,259.00

2 倉庫1 1971 S46 48 45 2016 S 2階 228.00

3 倉庫2 1980 S55 39 45 2025 S 2階 156.60

4 倉庫3 1989 H 1 30 45 2034 S 2階 97.20

5 倉庫4 1980 S55 39 45 2025 S 2階 156.60

6 駐輪場1

7 駐輪場2

8
消防団車庫・倉庫兼

土地改良区事務所
1988 S63 31 45 2033 S 2階 163.82

9 防災倉庫 不明 不明 不明 不明 不明 不明 1階 不明 不明

10 中央公民館 1970 S45 49 60 2030 R C 3階 1,589.75

11 駐輪場 1970 S45 49 45 2015 S 1階 13.35

12 車庫 不明 不明 不明 不明 不明 不明 1階 不明

13 職員駐車場（西） － － － － － － － － 347.57

14 職員駐車場（南） － － － － － － － － 469.42

15 職員駐車場（東） － － － － － － － － 476.03

16 職員駐車場（北） － － － － － － － － 525.61

45 2011 S 1階

1,608.80

建設年度

4,366.51

1966 S41 53 35.70

・旧庁舎は地域住民機能と行政機能で構成します 

・旧庁舎敷地にある 2～7（下図参照）の倉庫は解体します 

・中央公民館及び付属棟は解体し、敷地は売却します 

地域住民機能+行政機能 

解体 

移設または建替え 

移設 

解体 

中央公民館及び付属棟⇒解体 

敷地⇒売却 
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新施設に集約する行政機能及び規模について 

 庁内検討委員会を経て整理した、新施設に集約する行政機能を以下の表に示します。 

集約する各諸室の面積は概ね現状の面積を確保し、重複する会議室等は共用化すること

としました。諸室の面積の合計（共用部を含む）は、約 1,100㎡となりました。 

 

図表 旧庁舎周辺の行政機能の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 新施設に集約する行政機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※以下の施設は別棟にて検討します。 

   防災倉庫（100㎡）、消防車庫（82㎡） 

  諸室合計            645㎡ 

共用部（諸室合計×60％）    387㎡ 

     合計            約 1,100㎡ 

用途・機能 室名 室数 計画面積（㎡）

垂井地区まちづくり

センター
事務室 1 12

商工会 事務室 1 75

町まちづくり

センター
事務室 1 37

社会福祉協議会 事務室 1 102

土地改良区 事務室 1 13

観光協会 事務室 1 13

保護司会 事務室 1 13

不破郡医師会 事務室 1 10

用途・機能 室名 室数 計画面積（㎡）

貸館受付室・

受付事務
1 50

会議室（小） 1 30

会議室（大） 1 80

相談室 2 20

和室 2 50

給湯室・休憩 適宜 10

倉庫・収納 適宜 50

印刷室 適宜 20

応接室 適宜 60

その他

共用貸室等

建物
公共施設アクション

プランの方向性※
用途・機能 室名 室数

現状面積

（㎡）/室

事務室 1 12

会議室（小） 1 36 → 30㎡

会議室（大） 2 75～100 → 80㎡

和室 2 24 → 25㎡

事務室 1 75

会議室 1 43

相談室（応接室） 1 10 → 10㎡

町まちづくり
センター 事務室 1 37

会議室 4 23～46 → 30㎡

和室 3 25～35 → 25㎡

事務室 1 102

会議室 5 13～37

和室 1 23 → 25㎡

不破郡医師会 事務室 1 47

土地改良区 事務室 1 82

消防団車庫・倉庫 倉庫 1 82

A 防災倉庫 倉庫 1 100

旧庁舎 F 観光協会 事務室 1

保護司会 事務室 1

※A：配置・規模を継続保全　　D：同用途施設間での統合　　F：用途廃止を予定

垂井地区まちづくりセンター
D

垂井地区まちづくりセンター

商工会

中央公民館
D

中央公民館

社会福祉協議会
福祉会館

F

―土地改良区事務所兼

消防団車庫・倉庫（旧庁舎敷地内）
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図表 旧庁舎周辺の集約する行政機能 

 

 

 



導入する地域住民機能について 

 旧庁舎の建物及び敷地に導入する地域住民機能を検討するにあたり、これまでの検討経

緯を踏まえた機能を次項に整理します。 

 

図表 基本構想策定までの検討経緯 

  

H31.2月 

がやがや会議（計 10回） H28.9月 

 

H29.12月 

～ 

H30.7月 

H30.8月 

H30.10月 

H30.11月 

H31.1月 

パブリックコメント 

・2件の意見と町の回答 

 

第 1回検討委員会 

審議内容 ・基本構想検討プロセス 

     ・現庁舎跡地等の方向性の整理 

第 1回ワークショップ（対象：シニア世代） 

内容 ・敷地利用の活用の課題と方向性 

第 2回検討委員会 

審議内容 ・活用の基本的な考え方 

     ・活用方針 

第 2回ワークショップ（対象：現役世代） 

内容 ・敷地利用の活用の課題と方向性 

第 3回検討委員会 
審議内容 ・活用方針（素案）とりまとめ 

      ・中間報告 

H28.6月 

議論のスタート 

平成 28年第 3回垂井町議会臨時会にて、庁舎の移転が決定。 

それに伴い庁舎跡地活用の議論がスタート。 

垂井地区の住民を中心に現庁舎敷地と活用の理念、方向性、建物・広場の

利用イメージ等を協議し、1つのビジョンとして共有した。 

 

H31.3月 

第 4回検討委員会 
 審議内容 ・基本構想 

     ・町長への報告 
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図表 町民ワークショップやがやがや会議で出された主な意見（機能） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本構想から逸脱していると判断された意見は記載していません

地域住民から求められる導入施設（用途）

地域住民の視点から求められる導入施設として、平成28・29年度に行われた「がやがや会議」、基本構想策定時に行われたワークショップ（W S）より出された意見を下表にまとめました。

なお基本構想や今回の趣旨より逸脱していると判断された意見は、掲載していません。

〈第1回W S（シニア対象）〉 〈がやがや会議〉 〈第1回W S（シニア対象）〉 〈がやがや会議〉

・屋内型の子ども向け遊具 ・ゲームセンター ・美術館 ・トランポリン、ボルダリング

・高齢者向け健康施設 ・役場手続き出張所 ・駄菓子屋

・映画館 ・トランポリン、ボルダリング ・貸しスタジオ

・ケアサービス

〈第2回W S（子育て世代対象）〉 〈第2回W S（子育て世代対象）〉

・多目的小ホール ・古民家移設

・カラオケ ・野外コンサート

〈第1回W S（シニア対象）〉 〈第1回W S（シニア対象）〉

・屋内型子供向け遊具 ・企業の本社や研究施設 ・喫茶店 ・公園

・ボランティアによる学習指導 ・IT教室 ・町内飲食店の分店 ・フリーマーケット

・ホームセンター ・学習センター ・道の駅 ・マルシェ

・住宅（アパート、マンション）・子どもを一時的に預かってくれる人の育成

〈第2回W S（子育て世代対象）〉 〈第2回W S（子育て世代対象）〉

・子育て支援付き住宅

・安価な住宅

〈第1回W S（シニア対象）〉 〈第1回W S（シニア対象）〉

・曳車山会館

・観光案内所

〈第2回W S（子育て世代対象）〉 〈第2回W S（子育て世代対象）〉

・楽市楽座 ・シニアによる子どものおもちゃ病院 ・駐車場

・祭り紹介施設 ・観光協会事務拠点 ・芝生広場

・複合マーケット ・福祉センター ・楽市楽座

・文化・歴史ミュージアム ・民泊

〈第1回W S（シニア対象）〉 〈第1回W S（シニア対象）〉

・地震等体験施設 ・備蓄倉庫利用

・核シェルター ・貯留槽 〈第2回W S（子育て世代対象）〉

・避難場所利用

〈第2回W S（子育て世代対象）〉 ・災害時用ごみ置き場

・防災訓練センター ・防災公園

〈第1回W S（シニア対象）〉 〈第1回W S（シニア対象）〉

〈第2回W S（子育て世代対象）〉 〈第2回W S（子育て世代対象）〉

・宿泊施設 ・合宿所

・温泉

〈第1回W S（シニア対象）〉 〈第1回W S（シニア対象）〉

〈第2回W S（子育て世代対象）〉 〈第2回W S（子育て世代対象）〉

基本構想の方針 建物活用のイメージ 広場活用のイメージ

・託児所

・子ども用トイレ

・自習スペース

・更衣室

・砂場

・カフェ

・体育館

・トランポリン

・ロッククライミン

グ

・プロジェクション

マッピング

・BB Q

・ピクニックスペース

・公園

・迷路

・丘

・迷路

・フリーマーケット

・ペタンク

・パターゴルフ

・イルミネーション

・ステージ

町民・地域住民が集い交流できる場の確保

空き家等を活用した賑わい創出施設の確保

地域の安全性を高める防災広場の確保

若者・子育て世代を中心とした幅広い世代の

住宅の確保

歴史・文化を体感できるおまつり広場と観光

サービス施設の確保

新たな集客施設・イベント等の充実



管理運営手法について 

１．官民連携及び管理運営主体について 

近年、公民館やコミュニティセンターなどの、日常的な住民生活に密着した施設の管理運営に、住民と

の協働による管理運営方式が導入される事例が増えつつあります。 

住民側のメリットは以下が考えられます。 

〇施設(貸しスペース等)の利活用において、より利用者(地域住民)の意向が反映されやすい 

〇住民が、運営側として活躍する場の創出につながる 

〇結果として、住民満足度の向上につながることが期待できる 

行政側のメリットは以下が考えられます。 

〇経営や節約的な発想が施設運営に反映されやすく、直営に比べ行政コストの削減が期待できる 

〇結果として、住民サービスの向上につながることが期待できる 

住民側の持つノウハウ面や実務面によって、協働のあり方は様々ですが、今後の本町の財政状況、老朽

化施設の増加、高齢化する住民の活躍の場の確保等を考えると、町の管理運営主体の方向性については、 

住民・民間との協働による管理運営方式を検討していく 

ことが望ましいと考えます。 

 

 

図表 主な管理運営手法 

 
公設公営 公設民営 民設公営 民設民営 

直営方式 

(一部業務委託を含む) 

管理運営委託 

(指定管理者方式) 

施設貸与・譲渡 

方式 
リース方式 

PFI方式、 

補助金方式等 

設置

主体 
公共団体 公共団体 民間 民間 

運営

主体 

公共団体 

（一部業務民間） 
民間 公共団体 民間 

利点 

・管理運営責任が明

確で、信頼性・継続

性が高い。 

・行政目的に沿った

管理運営を行いや

すい。 

・民間事業者のノウ

ハウを活用し、サー

ビスの質が上がり、

コストが下がる可

能性が高い。 

・利用料金制による

利用促進で収入増

加（経費削減）も期

待できる。 

・管理運営にかかる

費用は民間負担と

なる。 

・施設を公共団体が保

有しないため、維持・

更新コストの負担が

ない。 

・PFI 方式の場合、民間のノ

ウハウ・資金を活用できる

とともに、初期投資額を平

準化できる。 

・補助金方式の場合、公共団

体が自ら施設を保有せず

に施設を増やすことがで

きる。 

課題 

・人件費が割高。 

・柔軟な雇用形態は

難しく、施設運営の

ノウハウも少ない

ので、事業拡大によ

る収益確保は困難。 

・長期的展望に立っ

た継続的な取組や

安定経営が困難。 

・ノウハウが蓄積・継

続しないリスクが

ある。 

・行政財産の貸付は

限定されており、実

際に活用できる余

地は少ない。 

・ライフサイクルコス

トとしては割高にな

る可能性がある。 

・所有者が民間となる

ため、継続性・安定性

のリスクは残る。 

・PFI 方式の場合、事業の手

続が煩雑であり、事務コス

トがかかる。施設規模が小

さいと、VFMが出にくい。 

備考 

・非常勤職員等の活

用でコストの削減

も可能。 

・仕様書によってサ

ービス内容等をあ

る程度コントロー

ルすることは可能。 

・平成 18年の自治法

改正により行政財

産の貸付範囲が拡

大されたが、空きス

ペースに限られて

いる。 
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２．整備手法の決定に向けて 

整備手法を決定していくにあたり、以下の課題が考えられます。 

・官民連携の需要があるのか。市場ニーズ調査が必要と考えられる。 

 

そのため、庁舎跡地等の活用に向けて以下のスケジュールを想定します。上述の課題を踏まえ、次

年度にサウンディング調査を行う計画とします。 

  
R1年度 

基本計画 

R2年度 

サウンディング調査 

R3年度 

基本設計 

実施設計 

R4年度 

着工 

この調査を踏まえ、整備手法を決定していきます。 



垂井町庁舎跡地等活用基本計画策定業務スケジュール

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和元年度

垂
井
町
庁
舎
跡
地
等
活
用
の

あ
り
方
検
討
委
員
会

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

庁
内
検
討
委
員
会

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

パブリック

コメント

【検討内容】

・基本構想のお

さらい

・垂井町の特性

・課題

・スケジュール

第
１
回
あ
り
方
検
討
委
員
会

第
１
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
１
回
庁
内
検
討
委
員
会

資料５

第
４
回
あ
り
方
検
討
委
員
会

第
３
回
あ
り
方
検
討
委
員
会

第
２
回
あ
り
方
検
討
委
員
会

第
４
回
庁
内
検
討
委
員
会

【検討内容】

・庁舎跡地等の方向性について

・第１～３回庁内検討委員会の報告

・導入施設（用途）（公共・地域住民）

・建替え・リノベの方向性

・官民連携

・運営主体（地域との役割分担）

・活用のイメージ（施設の方向性）

・第１回・第２回ワークショップについて

・スケジュール

【検討内容】

・基本計画（案）

・第３回ワークショップ、第

３回庁内検討委員会の報

告

・パブリックコメント結果

【検討内容】

・公共の視点から

求められる導入施

設（用途）の検討

【検討内容】

・基本計画（案）

・第３回ワーク

ショップ及びパ

ブリックコメント

の結果

【検討内容】

・地域住民の機

能における優

先順位の検討

第
２
回
庁
内
検
討
委
員
会

第
３
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

【検討内容】

・地域住民への

周知（シンポジ

ウム、意見交換

会等）

2019.10.28

【検討内容】

・公共の視点

から求められ

る導入施設

（用途）の検討

第
３
回
庁
内
検
討
委
員
会

【検討内容】

・第１回・第２回ワークショップ

の報告

・ゾーニング図（案）

・概算事業費

・基本計画（案）

・第３回ワークショップについて

【検討内容】

・公共の視点から求められる導入施設

（用途）の精査（当該敷地である必要

性）

・地域住民の視点から求められる導入

施設（用途）（構想との照合等）

・建替え・リノベの方向性

・運営主体の検討（地域との役割分担）

【検討内容】

・ゾーニング図

（案）の検討

※運営主体、

使い方のイメー

ジに配慮

第
２
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
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